
横　　浜　　市

 協議結果報告書の提出（第8条第1項）

横浜市工業地域等共同住宅建築指導基準手続きフロー

工場等・地元工業会

敷地面積500㎡以上の共同住宅
（第2条第2号）

工業地域・準工業地域の共同住宅建築計画

協議対象工場通知書
（第6条第3項）

※申出を受理した日から２週間以内

共同住宅竣工・植栽完了・入居者募集開始

協議結果報告書の
内容確認

（8条第2項）

市長に共同住宅建築計画申出書を提出
　（第6条第1項）

※建築確認申請等予定日の3か月前

工場等の設置者及び各区工業会に対する協議。
協議期間2か月以上・成立を目標に協議回数3回以上。

（第7条第1項，3項）

協議結果確認通知書
 （8条第2項）

※報告を受理した日から２週間以内

※都市計画法、建築基準法の手続きも忘れずに行うようお願いいたします。

建　　築　　主　　等

緩衝緑地の設置等必要な措置
（緑地について環境創造局みどりアップ推進課と協議）

（第5条第1項第3号）

配慮事項等完了報告書（第9条）
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